
 

 

 

 

 

 

 

 

大手広告会社の電通の女性社員が平成２７年４月に

入社し、１０月の本採用後に業務量が増大し、１１月

にうつ病を発症しＳＮＳで「土日も出勤しなければな

らないことが決定し、本気で死んでしまいたい」、「休

日返上で作った資料をボロクソに言われた。もう体も

心もズタズタだ」と発信し１２月２５日に飛び降り自

殺し、発症前の１カ月の時間外労働時間は約１０５ 

時間(６９.９ 時間に隠蔽)とされ平成２８年９に労

災認定になりました。平成２８年１０月１４日に三田

労働基準監督署、東京労働局過重労働撲滅対策班(か

とく)が電通本社に労基法違反で立ち入り調査をしま

した。電通は時間外労働時間の上限を月７０時間とす

る３６協定を締結していましたが平成２６年、２７年

に上限を超える違法な長時間労働により是正勧告を

受けており、２５年前には、入社２年目の男性社員が

過労自殺しその後労災認定になり、平成１２年には、

その男性社員の遺族からの損害賠償請求に対して最

高裁が会社の過失責任を認定しています。さらに、３

年前の男性社員の過労死に対して今年、労災認定にな

りました。今後、電通は時間外労働時間上限を月６５

時間に短縮し、午後１０時に全館を消灯するとのこと

です。 

皆様の企業または関与先企業でも時間外労働時間を

減らす取り組みを早急に行いましょう。 

 

 

定年退職後に再雇用され、まったく同じ仕事を続けた

場合に、定年前の賃金が維持されるべきかどうかが争

われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は２日、「賃下

げは社会的に容認され、合理性がある」との判断を示

した。その上で、賃下げを違法とした一審の東京地裁

判決を取り消し、横浜市の運送 会社に勤務する原告

のトラック運転手３人の逆転敗訴を言い渡した。３人

は上告する方針。一審判決は「特段の事情がない限り、 

 

 

 

 

 

 

 

同じ仕事内容なのに賃金格差を設けるのは不合理」と

したが、高裁の杉原則彦裁判長は「企業が定年後再雇

用で仕事の内容を変えず、賃下げするのは公知の事 

実。人件費の無制限な増大を避け、労働者全体の安定

雇用を実現する必要性があることなどを考慮すると、 

一定の合理性がある」と指摘した。３人のケースにつ

いては「年収は定年前の２割程度の減少で、同規模企

業の減額率をかなり下回っている」と述べ、有期契約

の労働者と正社員の待遇に不合理な格差を設けるこ

とを禁じた労働契約法２０条に違反しないと結論付

けた。判決によると、３人は横浜市の「長沢運輸」に

正社員として勤務していた。２０１４年に定年退職 

した後、嘱託社員として再雇用され、定年前と同様に

大型タンク車を運転している。 

 

 

年金受給資格期間短縮の施行時期を平成２９年８月

とする改正法案が成立した。老齢基礎年金等の受給資

格期間を２５年から１０年に短縮にする「年金機能強

化法案」の施行期日を、これまで予定されていた「消

費税１０％引き上げ時」から平成２９年８月１日に改

める法案が、１１月１６日に開かれた参議院本会議で

全会一致で可決・成立した。この改正により、受給資

格期間短縮の取り扱いは平成２９年９月分（初回の支

払いは同年１０月）の年金から適用されることとなり、

新たに受給権を得る対象者は約６４万人に上る見込

みとなっている。 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

電通社員の過労自殺について 

定年後の賃下げは適法、原告逆転敗訴 

年金受給資格短縮について 

 


